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犯罪被害者保護関連法の運用状況

全国の高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所における、平成27年から令和6年1

（被害者参加及び刑事損害賠償命令事件については別紙のとおり）

2月までの犯罪被害者保護関連法の運用状況

年次

29

(注）3
令和元年平成27年 3 6W｜

自
宅

28 30 曲

証人尋問の際に付添い
の措置が採られた証人
の数

付添い 118 107 133 139 102 1417128 78 144141

証人尋問の際に遮へい
の措置が採られた証人
の数

遮へい 1 ,461 1 ,505 1 ,237 1 ,335 1,374 1,425 1 ,3741,563 1 ,623 1,105

ピデオリンク方式によ

る証人尋問が行われた
証人の数

構
内

ピ
デ
オ
リ
ン
ク

332 393 373302 318 264 320225290 303

、、、、
ピデオリンク方式によ

る証人尋問が行われた
鉦人の数

構
外 9023 38 92 85 7115

被害者特定事項を明ら
かにしない旨の決定を
した被害者の数

露
率
匿 4,382 5,6584,08 13,846 4,025 3,923 4,2663,976 3,3513,822情
報
保
霞

、
鉦人等特定事項を明ら
かにしない旨の決定を
した証人等の数 ．

唾
蝿
匿 192 313182 221174 240 1561164

公判期昼に心情その他
の意見を陳述した被害
者等の数

972 1 ,0509471,130 920 9951 ,072 1,1691 ,200 1,181

意見陳述
意見陳述に代えて意見
を紀載した書面を提出
させることとした被害
者等の数

638 679 818536 738526 546 544615 616

被害者等に公判記録
の閲覧勝写をさせた
数

1,178 1 1201 1 ,2311 ,28】 1,180 1,140 1 ,3331,2541 ,461 1,486

被害者等
閲覧謄写

同種余罪の被害者等に
公判妃録の閲覧謄写を
させた数

31 25 23 2116 18 15 1438 44

、
刑腓法第271条の6
第1項若しくは第3項
又は第299条の6節
1項若しくは第3項の
対象となった証人等の

数

2 1613 62 17 6

、
刑所法第271条の6
第2項若しくは第4項
又は刑解法第299条
の6第2項若しくは第
4項の対象となった鉦

人等の数

Ⅱ

33 25

弁膜人等
閲覧謄写

、
うち閲寛腰写の

禁止又は抄本で
あって氏名若し

くは住居の匡敏
がないものの交
付の対象となっ
た狂人等の数

郡
〃

5 ’

、
刑解法第271条の6
第5項若しくは第6項
又は刑砺法第299条
の6第5項若しくは第
6項の対象となった証
人等の数

2

民事上の争いについて
の合意を公判岡書に記
載した数

和解 18 25 17 1919 1917 23 26 18

遥ぺ数であり、擾数である。

『証人等秘匿」及び「弁腰人等閲覧騰写』〈平成28年12月1日施行）の数位については、当該事件の終局日を基軍に計上していろ．

『付添い』、「遮へい」、「ピデオリンク』、「被害者秘匿』、「意見陳述」、「被害者等侭覧勝写」及び「称解jの数値については、

(注）1

2

3 『付添い』、「遮へい」，「ピデオリンク』、「被害者秘匿』、「意見陳述」、「被宮者等侭覧勝写」及び「称解jの数位については、平成28年までは決定等が
なされた日を基準に計上していたが、平成29年以降は当麟事件の終局日を基準に計上している．(なお、平成28年以前に決定等がなされ平成29年に事件が鶴局したも

のについては、決定等がなされた日を基準に計上している。）。



(別紙①）

通常第一審において被害者参加の申出があった事件の状況

(地･簡裁総数）
■■■｜、 ｜’

うち刑訴 うち刑訴
法316条法292条
の38の の2の意
意見陳述見陳述を
をした被 した被害
害者等 者等

うち刑訴
法316条
の38の

意見陳述
をした被
害者等

うち刑訴

法292条

の2の意
見陳述を
した被害
者等

うち弁護
士委託の

届出が

あった被
害者等

うち遮へ

いの措置
が採られ

た被害者
等

うち遮へ

いの措置
が採られ

た被害者
等

うち付添

いの措置
が採られ
た被害者
等

うち付添

いの措置
が採られ
た被害者
等

うち参加
を許可さ

れた被害
者等

うち国選

弁護士へ
の委託が
された被
害者等

参加を申
し出た被
害者等

うち被告
人質問を
した被害
者等

うち証人
尋問をし
た被害者
等

終局人員
数

平成27年 916 1,393 1,379 1,081 533 269 604 687 938 87 249

28 982 1,417 1,400 1,102 580 228 708629 1,010 107 258

29 908 1,389 1,380 1,060 553 196 560 667 1,020 115 276

30 1,022 1,490 1,485 1,184 649 22I| 605 698 1,074 149 361

令和元年 623998 1,482 1,466 1,157 602 204 723 1,059 106 318

2 949 1,390 1,378 1,116 614 205 569 688 981 135 337

3 1,022 1,534 1,523 1,246 697 681241 783 1,118 407149

4 1,052 1,496 1,476 1,175 655 246 610 651 1,085 151 432

5 1,051 1,526 1,517 1,212 650 205 612 678 1，111 109 380

6 1,192 1,771 1,763 1,355 703 228 693 807 1,221 136 508

(注)1

2

3

｢終局人員数｣は､終局した被告人の人員数であり､実人員である。

被害者等の数は､延べ人員である｡・

令和6年は速報値である。

～



(別紙②）

刑事損害賠償命令事件の処理状況

|既済’新受 未済既済

平成27年 96307320

306 9028 300

295 10929 314

30 289 309 89

令和元年 82311 318

1302 337 289

344 943 308

281 972844

282 1265 311

151391 3666

(注)1件数建てである。
2令和6年は速報値である。



(別紙③）

刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

終了(法
39条1項
によるも
の）

終了(法
39条2項1
号による
もの）

終了(法
39条2項2
号による
もの）

I 決定・
その他

和解 放棄 取下げ その他棄却 却下 認諾総数 麗容

平成27年 15 40 32 37 5 77307 127 I

3937 10799 7

国
且

lI1l28 306

206 85 9 I29 295 142 il 30|’

13 336 36

『
弧

74 il30 309 14111

令和元年 19 35757 27 11318 14Z！

75 9 37 32 3412 289 118 11

13 80 8 弧 ’145 7 39 |’3 344

4261 1226 133281 12341 I

85 14 203 34
７

I5 282 118

10 4982 〃6366 167 6 4416

1件数建てである。

2「決定･その他｣は､民所法141条の準用により､決定で申立てが却下された場合などである6

3「その他｣は､犯罪被害者保護法26条により終局したもの､当事者の死亡等にもかかわらず､その地位を承継するものがいないために事件が

(注)1

終局したものなどである。

4令和6年は速報値である。

、
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裁判員メンタルヘルスサポート窓口の利用状況

平成27年度～令和6年12月末まで

健康相談

メンタルヘルス相談

132 件

233 件

(内訳） 画四国ロ■■回
国団面団団■国
配■■回■■面
面■■圃囚■面
面■■圃囚■匝
函■■団■団面

年度 合計

５
｜
｜
‐
聖
一
二
塑
一

ｌ
ｌ
３
ｌ
－
弱

６
’
一
聖
一
一
一
一
塑
一
２

3

４
｜
｜
型
一
一
一
型
一
一

函
園
圃
圃
函

130
日＝＝＝＝＝

2

７
’
’
一
｜
｜
皿
一
一
一

健康相談

179

メンタルヘルス相談

配
一
一
郡５
’
一
“

３
｜
｜
泥

一
一
一
銅

合計 365
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即決裁判手続の実施状況

平成27年から令和6年12月31日までの間に終局した事件のうち
即決裁判手続を実施した終局人員等は以下のとおりである。

区分

うち

即決裁判手続に

より審判する旨
の決定のあった

人員

即決裁判手続の

申立てのあった
人員

うち

即決裁判手続に
より審判する旨
の決定が取り消

された人員

’

年次 、 裁判月

簡 裁 2222

平成27年

地 裁 550 547 1

簡 裁 1717

28

地 裁 368 2370

簡 裁 69 69

29

地 裁 657 3678

簡 裁 33 33 1

30

地 裁 315326

簡 裁 11 11

令和元年

地 裁 9092

簡 裁 55

2

地 裁 163 il165

簡､裁 9 8

3

地 裁 137139

簡 裁 2 1

4

地 裁 45 45

簡 裁 1 1

5

地 裁 17 17

簡 裁 2

6

地 裁 16 16

(注）1 実人員である。

2 令和6年は速報値である。


